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「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、村
民の皆さんの作品をお待ちしています。俳句や短歌、
イラストなど、どしどしお寄せください！
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南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時

お
問
い
合
わ
せ

Vol.151
南阿蘇

相談室から

何かお困りのことがありましたら、お気軽に南阿蘇消費者相談室にご相談ください。

　日本クレジット協会によると、クレジットカードの
不正利用額が、2024年は555億円発生したと発表が
ありました。ひどいと思いませんか？不正に利用され
た金額ですよ。
　ほとんどは、カード番号の漏洩による悪用です。
　こんな事例がありました。

事例①　クレジットカード会社から「口座残高不足」の
案内が届いた。慌てて利用明細書を確認したところ、
20万円以上の請求があり、ほとんど心当たりがない請
求だった。改めて以前届いた明細書も見直してみると、
約1年間で合計60万円ほどの利用した覚えのない請求
があった。明細書を確認していなかった非は認めるが、
どうにかならないか。（70代男性）

　結論を申し上げます。どうにもならないです。クレ
ジットカード会社は利用日から3カ月以内の申し出分
についてしか、調査しません。ですから、必ず、利用
明細書はクレジットカードを利用した際に受け取った
伝票などと突き合わせ、確認してください。またイン
ターネットショッピング時にクレジットカードの入力
を求められる場合もあります。セキュリティ対策を厳
正に行っている会社を選んでください。情報漏洩は、
インターネット上がほとんどです。
　クレジットカード会社の調査などにより、第三者の
不正利用が認められれば、返金されることもあります。
とにかく、期限がありますので、クレジットカード会
社からのお知らせは、くまなく、目を通してくださいね。
村で、この事例よりも高額被害が発生したことを申し
添えます。決して他人事ではありません！

クレジットカードの利用明細書は必ず確認を！

差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

◇「アンコンシャス・バイアス」とは？
　「アンコンシャス・バイアス」とは、“無意識の思い
込みや偏見”と表現され、誰にでもありうるものです。
　アンコンシャス・バイアスは誰もが持っており、
そのこと自体が問題ではありません。これまでの経
験や見聞きしてきたことなどから生み出されるため、
完全に払拭するのは難しいかもしれません。しかし
気づかないままでいると自分や周りの人の可能性を
狭めたり、誰かを傷つけたりする場合があります。
まずは、アンコンシャス・バイアスに気づこうと心
がけてみることが大切です。
◇「アンコンシャス・バイアス」を減らす3つのポイント
　一人ひとりがアンコンシャス・バイアスに向き合
わなければ、個人には成長機会の損失、社会や組織
にはコンプライアンス違反といったネガティブな影
響が出てしまう可能性があります。次の3つのポイ
ントを意識してみましょう。

Point 1　「べき」「普通は…」に注意！
　「男性なら残業すべき」、「普通は女性なら結婚する
ものだ」本当にそう言い切れますか？「べきだ」と
いった押しつけの言葉や「普通は…」といった決めつ
けの言葉が出たら、立ち止まって考えてみましょう。
Point 2　相手の「サイン」を見逃さない
　家族や友人、同僚と話しているときに、急に相手
の表情が曇ったり、声のトーンが変わったりしたこ
とはありませんか？そんなときは、自身のアンコン
シャス・バイアスから出た行動で相手を傷つけたの
ではないかと振り返ってみてください。
Point 3　常に自分に問いかける
　アンコンシャス・バイアスを完全に払拭すること
は、困難です。だからこそ、常に自身の行動を振り
返り、問いかけることが大切です。違和感のあった
ことをメモしていけば自分の考え方や物の見方の傾
向がつかめるかもしれません。

　熊本県では、人権フェスティバルをはじめとする
イベントや講演会、各種媒体を活用した啓発などを
一体的・集中的に展開することにより、多くの人が
人権問題に対する正しい理解と認識を深めるととも

に、人権について考える機運醸成を図るため、世界
人権デーを最終日とする1カ月を「熊本県人権月間」
と設定しています。この機会に、人権について考え
てみてはいかがでしょうか。

気づこう、あなたの中の “アンコンシャス・バイアス”

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

政府広報オンライン　一部抜粋

みつめる、みとめる －11月10日～12月10日は熊本県人権月間－
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